
平成28年度決算における健全化判断比率等の概要

総 括 表

 (１)健全化判断比率 （地方公共団体の財政の健全性に関する指標）

早期健全化基準 財政再生基準

　実質赤字比率
一般会計等を対象とし
た実質赤字額の標準財
政規模に対する割合

　一 般 会 計 等 － 11.25% 20％

　連結実質赤字比率

公営企業会計を含む、
すべての会計を連結し
た実質赤字額の標準財
政規模に対する割合

　一 般 会 計 等
　公 営 事 業 会 計

－ 16.25% 30%

　実質公債費比率
　　(３ ヵ 年 平 均)

一般会計等が負担する
元利償還金及び準元
利償還金の標準財政
規模に対する割合

　一 般 会 計 等
　公 営 事 業 会 計
  一 部 事 務 組 合
  広 域 連 合

0.0% 　25％ 35％

　将来負担比率

一般会計等が将来負
担すべき実質的な負債
の標準財政規模に対す
る割合

　一 般 会 計 等
　公 営 事 業 会 計
　一 部 事 務 組 合
  広 域 連 合
　地  方  公  社
　第三セクター等

－  350％

 (２)資金不足比率 （地方公営企業の経営の健全性に関する指標）

経営健全化基準 -
　下水道事業会計  －

　資金不足比率 　卸売市場事業会計  －

　病院事業会計  －

【対象範囲の概要】
市川市における主な対象会計等

一般会計

※一般会計等に属する

特別会計はありません

国保、介護保険

介護老人保健施設、後期高齢者医療

下水道事業

地方卸売市場事業

リハビリ病院事業

千葉県後期高齢者医療広域連合

千葉県市町村総合事務組合

市川市土地開発公社

千葉県信用保証協会

（公的信用保証に係る損失補償債務）

指　　標　　名 内　　　　　容 対　象　範　囲 28年度算定結果
財　　政　　健　　全　　化　　法

※「28年度算定結果」欄の実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率の値が「－」となっているのは、
　本市の各会計が黒字であり、算定の基礎となる赤字額及び資金不足額がないことによるものです。
　　また、将来負担比率が「－」となっているのは、本市一般会計の将来負担額に充当可能な財源額が、将来負担
額を上回っていることによるものです。

※実質赤字比率と連結実質赤字比率の早期健全化基準は標準財政規模に応じて定められており、本市の場合

指　　標　　名 内　　　　　容 対　象　範　囲 28年度算定結果
財　政　健　全　化　法

各公営企業における資
金不足額の事業規模
（事業収入）に対する割
合

20％
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